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序章 研究の目的と方法 

 

第１節 問題の所在と研究の目的 

 

1  問題の所在 

本研究は、オーストラリアの学校教育において、教員が多様性（diversity）に対応した

教育活動を実施して、公正(equity)を実現するためには、いかなる資質・能力が必要とさ

れ、それが養成段階でどのように形成されているかを明らかにすることを目的とする。 

世界では今、国境を越えた人の移動が活発になり、様々な文化的背景を有する人々がと

もに暮らす社会が広がっている。また、社会の構造が大きく変化し、多様性は文化や言語

をはじめとして、社会的、経済的、地理的側面などにおいても顕在化し、複雑になってい

る。その結果、学校における児童生徒（以下、生徒）の背景や教育的ニーズも多様化し、

教員にも多様性への対応が強く求められている1。すなわち、教員には多様性を尊重すると

ともに、個々の「差異」を重視して、様々な面で教育的不利益を被っている生徒も学業が

達成できるような公正な教育活動を行うことが必要とされているのである。変動する社会

の中ですべての生徒が社会で自立して生きていく可能性を最大限に伸ばすことが学校教育

の果たす重要な役割であり、そのためには生徒の学業達成が不可欠だからである2。 

しかしながら、現実にはすべての生徒について公正な対応がなされているとは言い難い。

「差異」を受容するよりも「差異」によって生徒を分離する傾向の方が強く、結果に不平

等が見られることが多いからである3。その原因としては、制度面の不平等、政策の不備、

不適切な実践などが考えられるが、その中で重要な要因のひとつとなっているのが教員の

資質・能力である。教員の指導は生徒の学業に大きく影響し、学校教育の充実は教員に負

うところは大きい4。それゆえ、近年は制度や政策を充実させるとともに、教員の養成にも

重点を置き、効果的な教育活動を行うことができる教員を養成して学校教育において公正

を実現しようとする動きが広がっている。その方途として挙げられるのが多文化教育

（multicultural education）やインクルーシブ教育(inclusive education)である。そして、

これらの教育活動によって教育における不公正を是正しようとしている国のひとつがオー

ストラリアである。 

オーストラリアは、平等と公平、質の向上をめざす教育を重視しており、特に、「不利

益な立場に置かれている人々」に対する教育の保障を積極的に推進している国である5。同
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国が不利益の是正を重視する背景には、国是としての多文化主義がある。オーストラリア

は 1970 年代に多文化主義を採用して以来、公正を重視する政策を実施し、すべてのオー

ストラリア人は文化的・言語的背景に関わりなく、処遇と機会において平等の権利

(equality of treatment and opportunity)を有し、いかなる要素も差別の理由としてはなら

ないこととされている6。すなわち、多文化主義の下ではだれもが公正な処遇を受けられる

ことが基本となっている。そして、学校教育においては、不利益な立場にある生徒に焦点

を当てて教育活動を行うことを重視している。多民族国家であるオーストラリアの学校に

は多様な文化的・言語的背景を有する生徒が在籍しているが、文化や言語の違いが教育上

の不利益を生じさせることが尐なくない7。それゆえ、教員は生徒の文化や言語の違いを理

解し、適切に対応する必要がある。また、不利益は社会経済的階層や障害、居住地、ジェ

ンダーなど文化的・言語的背景以外の要因からも生じているため、教員は文化や言語以外

の要素にも目を向けてすべての生徒の不利益を解消する必要がある。 

なお、多様性への対応が必要であることは、日本の教員も同様である。日本の学校でも

多様性は顕在化しており、教員には生徒の異なる背景や教育的ニーズを考慮して教育活動

を行うことが求められている。たとえば、来日する外国人の数が急増し、学校においても

外国籍生徒が増加している。しかし、すべての外国籍生徒が公平に処遇されているとは言

えず、不就学や進路選択の制限、学業不振などの不利益が生じている。また、社会の変化

は労働形態や家族形態にも影響を及ぼし、生徒の家庭環境は国籍を問わずこれまで以上に

多様化し、既存の枠組みでは対応が困難になってきている。経済的格差も広がりを見せ、

貧困家庭の割合は増加し、家庭の経済状況により学校教育への参加が十分にできなかった

り、義務教育終了後の進学を断念せざるを得なかったりする生徒の数が増加している8。さ

らに、国際的にインクルージョンやノーマライゼーションの理念が広がる中で、2007 年か

ら特別支援教育が実施され、障害のある生徒も通常の学校に在籍して、特別な支援が受け

られるようになった。しかし、支援を必要とする生徒すべてに適切な対応がなされている

わけではなく、課題は山積している。そして、課題の中には教員に関わる問題も尐なくな

い9。そのひとつが生徒の多様化に対応するための資質・能力が教員に十分備わっていない

という問題である10。   

社会の変化に伴って、学校教育における教員の役割は変化している。経済協力開発機構

（Organization for Economic Co-operation and Development、以下、OECD）が 2000

年に 25 か国を対象に実施した調査では、複雑化する社会の中で教員への期待や要求が多
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様になっていることが報告されている11。同調査では、近年、教員が非常に幅広い役割や

責任を担うようになっていることが明らかになっているが、その中には生徒の多様化に伴

うものも尐なくない。たとえば、多文化を尊重する教室環境を整備して文化的・言語的背

景の違いに効果的に対応すること、文化やジェンダーの問題に敏感になること、寛容な態

度や社会的統合への理解を促進すること、家庭環境において困難な状況にある生徒あるい

は学習面や行動面で問題を抱える生徒に適切に対応することなどはその例である。また、

個々の生徒の教育的ニーズに効果的に対応すること、特別な教育的ニーズのある生徒を学

校教育に包摂すること、生徒の学力に応じたカリキュラムを構成すること、問題解決スキ

ルを向上させることも重要だとされている。そして、これらは日本の教員についても言え

ることであり、多様な要求や期待に戸惑い、対応に苦慮する教員は尐なくないと推察され

る。生徒の多様化が進む中で、多様性から派生する様々な問題に適切に対応できる教員の

養成が今後さらに必要になることは想像に難くない。こうした状況からも多様性に焦点を

当てて教員の資質・能力とその形成に関する研究を行うことは不可欠だと考える。そして、

日本に比べるとはるかに長い期間にわたって多様性を重視する学校教育を実施しているオ

ーストラリアの事例から得られる示唆は大きいと考える。 

 

2  研究の目的 

本研究の対象国であるオーストラリアはこれまで多くの国や地域から移民を受け入れ

てきた。さらにヨーロッパ人が入植する以前からオーストラリア大陸に先住しているアボ

リジニやトレス海峡島嶼民（以下、先住民）を含め、社会は文化的・言語的に多様な背景

を有する人々で構成されている。また、国土が広大であるため地理的多様性も際立ってお

り、特に遠隔地の環境は地域によって大きく異なる。さらに、近年は社会の急激な変化に

伴って多様性が言語や文化だけでなく、労働形態、家族形態、生活スタイル、個人の信条

や価値など幅広い側面で顕在化し12、経済的格差の広がりがそれに拍車をかけている。そ

して、こうした多様な要素は学校教育においても生徒の不利益を生み出しており、教員に

は不利益を受けている生徒に適切に対応できる資質・能力が求められている。 

オーストラリア政府は、国是である多文化主義を推進するためには教育が重要な役割を

果たすと考え、学校教育でも生徒の文化的・言語的多様性への対応を重視し、すべての生

徒に対して多文化主義の理念に基づく教育を実施してきた。オーストラリアの多文化主義

は、「オーストラリアの文化的多様性を賛美し、すべてのオーストラリア人がオーストラリ
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アおよびオーストラリア民主主義の基本構造と価値に対する義務を誠実に果たす限りにお

いて、それぞれの文化的伝統を表明し、共有することを容認し、尊重するもの」13である。

そして、「市民の義務(civic duty)」、「文化の尊重(cultural respect)」、「社会的公正(social 

equity)」、「生産的多様性(productive diversity)」14が基本理念となっており15、文化的背

景に関わりなくだれもが平等な権利を得られることがその原則である。 また、1990 年代

以降は「包摂(inclusiveness)」が多文化主義の新たな目標となり、オーストラリア政府は

「包摂」によってオーストラリア人が統合され、多文化主義が成功に導かれるという認識

を示している16。 

多文化主義の理念を具現化する教育のひとつが多文化教育である。オーストラリアの多

文化教育にも影響を与えているバンクス(Banks . J. A.)は、多文化教育を「カリキュラム

や教育機関を改革することにより、多様な社会階層、人種、エスニック集団の生徒、そし

て男性および女性が平等な教育機会を経験できるようにすることを目的とする教育改革運

動」17と定義している。なお、多文化教育には様々な捉え方があり、人種(race)や民族

(ethnicity)だけでなく、社会的階層、性別、年齢、社会的・地理的出身、障害などの要素

が多文化の概念に含められることがある18。しかし、本研究の対象国であるオーストラリ

アの場合は、多文化を民族的多様性と捉えることが一般的である19。すなわち、移民や難

民、先住民などがもたらす多様な文化や言語を尊重するとともに、民族的マイノリティの

生徒が文化的・言語的背景の違いから受ける不平等を解消し、教育における公正を実現す

ることが多文化教育の目的であり、民族性以外の要素が含められることは尐ない20。だが、

近年の社会における多様性は文化や言語においてのみ顕著なわけではなく、社会経済的状

況や労働形態、家族形態など様々な要素が複雑に絡み合い、重層化している。そのため、

学校教育でも民族的多様性のみに焦点を当てて公正を実現することはもはや困難であり、

前記した多様な要素をすべて含めて対応することが必要になっている。さらに複数の要素

を併せ持つ生徒もいれば、同一カテゴリーにくくられる生徒の中にも多様性が存在するた

め、生徒を個別のカテゴリーのみに当てはめて対応することにも無理がある21。 

こうした中で、重視され始めているのがインクルーシブ教育である。インクルーシブ教

育は障害22のある生徒を対象として始まったもので、すべての生徒を「排除」することな

く通常の学校に受け入れ（inclusion）、その中で可能な限り一人ひとりのニーズに合わせ

た対応を行う教育である23。1990 年前後からアメリカやカナダを中心に広がり、また、ヨ

ーロッパにおいても、社会的排除(social exclusion)に対応する政策と結びつきながら、こ
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の用語や概念が浸透してきた24。インクルーシブ教育が各国で重視されるようになってい

る背景としては、1994 年にユネスコとスペイン政府が共催した「特別ニーズ教育世界会議」

において採択された「サラマンカ宣言（The Salamanca Statement and Framework for 

Action on Special Needs Education）」や、2006 年に国連で採択された「障害者権利条約

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)」などの影響が大きい25。「サラ

マンカ宣言」では、学校教育から「排除」されている障害児を含めたすべての生徒を通常

学校に受け入れて、適切な教育を提供するインクルーシブ教育の原則を採用するよう各国

に求めている。そして、インクルーシブ教育の概念は次第に障害だけでなく様々な要素に

広がり、多様な要因によって教育において「周縁化される(marginalize)」おそれのある生

徒すべてを含めるようになってきている26。 

オーストラリアも「サラマンカ宣言」を承認しており、また、「障害者権利条約」も批

准27している。そのような背景もあって、学校ではすべての生徒が適合できるインクルー

シブな環境を整備しなければならないという考えが広がっていった。また、1990 年代以降

は、「包摂」が多文化主義政策の重要な目標となったこともインクルーシブ教育を推進する

要因のひとつと考えられる。さらに、障害など特別な教育的ニーズを有する生徒を通常ク

ラスで教育することにより、障害を持つ生徒とそうでない生徒のいずれにも心理的、社会

的、認知的達成度が高まるという研究結果が出されていることや、インクルーシブ教育が

生徒だけでなく教員や学校コミュニティにとっても有益であると指摘されていることなど

も、インクルーシブ教育が広く支持される理由と考えられる28。また、公正を実現するた

めには、文化的・言語的多様性のみに焦点を当てた対応ではもはや不十分だという現実も

ある。こうしたことからオーストラリアでは多様性のあらゆる側面をインクルーシブ教育

の要素と捉える動きが見られる。 

そこで、本研究では、オーストラリアの学校教育では公正を実現するために多文化教育

やインクルーシブ教育がどのように実施され、教員にはいかなる資質・能力が必要とされ

ているかを考察する。さらに、それらの資質・能力が養成段階でどのように形成されてい

るかを明らかにし、社会の多様化が進む日本の教員養成のあり方を検討する一助としたい。 

 

3  本研究における主要概念 

ここで、本研究における主要概念の定義を明確にしておきたい。本研究で特に重要な概

念となるのは、教員の資質・能力、インクルーシブ教育、多様性、教育的ニーズ、公正で
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ある。 

 まず、教員の資質・能力（teacher competence）であるが、これに関しては普遍的な定

義はない。教員に求められる資質・能力は、教える場面や内容、対象となる生徒によって

異なり、国や時代によっても違いがある29。なお、資質とは「生まれつきの性質や才能、

資性、天性」（広辞苑）のことであり、人格や人間性もこれに含まれる。しかし、教員の資

質を「生まれつきのもの」という概念のみで捉えると、生まれつき資質を持たない者は教

員として不適格であるとみなされる可能性がある。また、生まれつきの資質は本人の努力

や外からの力によって改変することが不可能だと考える者もいる。確かに資質の中には顕

在化しないものも多く、また、資質を変化させることが困難な場合もあるだろう。しかし、

潜在的な素質や天性は、それを引き出し、錬磨することによって秀でた資質に変容させる

ことも可能だと考える。それゆえ、教員としての資質（と言われるもの）を持たないよう

に見えても、それを引き出し、練磨することによって、教員としての資質を獲得すること

はできるであろう。また、能力に関しては、資質を基にして形成されるものであり、教育

活動の様々な場面で必要とされる知識と技能、および教員としての態度を包括した指導力

だと考える。すなわち、教員の資質・能力は、効果的な教育活動を行うために教員が自ら

の内面から引き出して練磨していく素養と、さらにそれをもとに新たに獲得し、形成して

いく知識と技能、態度を包括的に捉えた力量だと言えるであろう。 

次に、インクルーシブ教育(inclusive education)については、障害のほか、文化的・言

語的背景、宗教、信条、価値、ジェンダー、社会経済的状況など多様な理由により学校か

ら「排除」されがちな生徒を含むすべての生徒を学校教育に包摂し、それぞれの教育的ニ

ーズに対応する教育と捉える。インクルーシブ教育が障害のある生徒を対象として始まり、

次第に対象が障害以外の要素に広がっていることは先述の通りであり、「サラマンカ宣言」

においても、「すべての子どもはユニークな特性、関心、能力および学習ニーズを有する」

とされており、特別な教育ニーズを持つ子どもには、障害のある子どもだけなく、現在の

社会状況では学校教育で学ぶことが難しい子どもたちも含まれている30。荒川は、インク

ルージョンに関する言説においては、対象となる人が障害児からすべての子ども・すべて

の人へと拡大し、扱われる問題も、障害から貧困、ジェンダー、マイノリティなど種々の

社会問題へ、さらに舞台となる場も学級、学校からコミュニティへと拡大していると指摘

している31。さらに、インクルーシブ教育では「学習への参加の保障」と「多様性の尊重」

の 2 つが主要な原則となっており、特に、通常の指導法やカリキュラムが多様なニーズに
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応えられることや、特定の生徒からすべての生徒に焦点を移し、誰もが学習に参加できる

ようにすることが肝要だと論じている32。インクルーシブ教育の概念に関する以上のよう

な変化の流れをふまえて、本論文でもインクルーシブ教育はすべての生徒が対象であり、

どのような背景を有する生徒も学習に参加できるように学校を変革していく活動と捉える。 

ただし、すべての生徒を学校教育に受け入れるということは、すべての生徒を同じ「場」

で、同じように対応することを意味するものではない。教育的ニーズに応じて「場」を変

更し、異なる対応をすることは認められるべきであろう。それゆえ、個々の生徒に適した

個別指導や、特別の学校や学級での指導もインクルーシブ教育に含まれ、ニーズに応じて

生徒が教室外の場所で授業を受け、支援を得ることを否定するものではない。教育方法の

選択肢は複数あるべきだと考える33。 

多様性(diversity)については、インクルーシブ教育に関わる重要な概念であり、教育的 

ニーズを生じさせるもとになる特性や生育環境などの「差異(difference)」と捉える。また、

「差異」が生じる要因としては、文化や言語だけでなく社会経済的階層や障害、居住地な

ど多様な要素をこれに含める。オーストラリアにおいても、多様性という語は多様な要素

を含めて用いられており、特に、民族的背景から生じる文化的・言語的多様性（cultural and 

linguistic diversity）を意味する多文化（multicultural）とは区別して使用されている34。

すなわち、オーストラリアの学校教育において「多様性に対応する(accommodate student 

diversity)」ということは、「差異」から生じる教育的ニーズに対して適切な支援や配慮を

行うことを意味する。しかし、何を視点とするかによって「差異」の概念には違いが生じ

ることがある。また、すべての人間には異質な面 (individual difference) があり、ニーズ

はだれもが有する可能性がある。それゆえ、すべての生徒のニーズに対応することは重要

であるが、現実にはあらゆる「差異」を受容して、対応することは不可能に近い。そこで、

オーストラリアでは他に比べて不利益を受けやすい立場にあり、特に支援を必要とする

人々を「公正のためのターゲット・グループ(equity target group)」（以下、「ターゲット・

グループ」）に設定し、これらのグループを多様性の典型例として扱い、特別な支援を提供

している。 

オーストラリアにおいて多様性への公正な対応が重視されるようになったのは、多文化

主義を採用した 1970 年代以降である35。特に、1984 年に連邦政府の「参加と公正プログ

ラム(Participation and Equity Program)」36が導入されることにより、生徒の社会的背景

とともに個々の能力や適性を考慮して学校教育への公正な参加を促し、教育の質の向上を
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目指す取り組みが積極的に行われるようになった。また、1994 年に連邦政府と各州の教育

大臣で構成される全国教育雇用訓練青尐年問題審議会(Ministerial Council on Education, 

Employment, Training and Youth Affairs、以下、MCEETYA)37が策定した「学校教育に

おける公正のための国家計画(National Strategy for Equity in Schooling)」（以下、「公正

のための国家計画」）の中で「ターゲット・グループ」が設定されたことから、これらのグ

ループへの対応が全国的に広がっていった。同計画では、①障害のある生徒、 ②学習困

難(learning difficulties)および情緒面や態度・行動面での問題を有する生徒、③先住民生

徒、④英語を母語としない生徒、⑤社会経済的に低い階層の生徒、⑥遠隔地に住む生徒、

⑦学校を中退する可能性のある生徒が「ターゲット・グループ」とされた。また、各州で

もそれぞれの「ターゲット・グループ」が設定され、たとえばクイーンズランド州では「社

会的公正計画(Social Justice Strategy)」の中で、①先住民生徒、②文化的・言語的に多様

な生徒、③障害のある生徒、④中退の可能性のある生徒、⑤ジェンダー38、⑥遠隔地域に

住む生徒、⑦英才生徒、⑧学習困難を抱える生徒、⑨社会経済的に低い階層の生徒が「タ

ーゲット・グループ」とされた。 

次に、教育的ニーズ(educational needs)についてであるが、これに関しては、自分だけ

の力では解決することができず、何らかの支援や配慮を必要とする教育上の課題と捉え、

すべての生徒が有する可能性のあるものだと考える。「サラマンカ宣言」では、教育おいて

は生徒の学習を支援し、個別のニーズに対応する必要があることを表明しているが、ニー

ズという概念には様々な要素が絡み合っており、社会的な文脈で個人やコミュニティが必

要とする概念として広く捉えることができる。そして、それを教育にあてはめると必然的

に教育的ニーズとなるであろう。また、ニーズには本人が感じる主観的なニーズと他者が

考える客観的なニーズがあり39、同じ状況であっても人によってニーズを感じる場合もれ

ば、感じない場合がある。それゆえ、類似する教育的ニーズに見えても同じような対応が

適切だとは限らず、また、対応を必要としない場合もある。 

なお、教育的ニーズは社会的、経済的、物理的、精神的など様々な側面において生じる

ものであるが、特に障害などに起因する生活や学習上の著しい困難を「特別な教育的ニー

ズ(special educational needs)」あるいは「特別ニーズ(special needs)」と表現されること

がある。これは、1978 年にイギリスで障害児（者）に関する教育調査委員会の報告書（「ウ

ォーノック報告」）が出され、その中で「特別な教育的ニーズ」が障害のカテゴリーを超え

る概念として示されて以降、次第に広がっていったものである40。イギリスにおける「特
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別な教育的ニーズ」は「1996 年教育法(The Education Act 1996)」の中で、「特別な教育

的手だて(special educational provision)」と「学習における困難さ(learning difficulties)」

という概念を用いて示されており、「特別な教育的手だて」を必要とするほど「学習におけ

る困難さ」がある場合、その子どもは「特別な教育的ニーズ」を持つと記されている41。

しかし、本研究では学習の困難さに限定せず、社会的要因により教育的な不利益を受けや

すい生徒が、他の生徒と同様に学校生活を営みながら学業を達成するために配慮や支援を

必要とする場合、配慮や支援が必要な課題を教育的ニーズと定義し、「特別な教育的ニーズ」

や「特別ニーズ」よりも広い概念としてこの語を使用する。 

最後に公正(equity)の概念についての定義を示す。公正とは、「異なる価値体系間の質的

な平等を目指す概念」である42。そして、教育においては、「結果の平等(equality of 

outcomes)を高めるような教育機会を生徒に提供する学校やシステムを要請する原理」の

ことであり、特定の社会集団が有利になったり不利になったりするような政策や実践を回

避し、不公正を除去する教育改革の必要性の認識を要請するもの43である。それゆえ公正

は、実質的妥当性としての「正義(justice)」44を社会的に推進する社会的公正(social justice 

/ social equity)によって実現されるものだと考える。なお、英語の equity と justice の概

念は明確に区別されているとは言えず45、時に同義に用いられることもある。また、社会

的公正には普遍的な概念が存在せず46、歴史的、文化的に構築された多様な視点や志向性

が包摂されており、平等(equality)や公平性(fairness)、また、人権に関わる概念も混在し

ている47。こうした点を踏まえて本論文では、‘social justice‟ には「社会的公正」、‟equity‟

には「公正」の訳語を当てることとする48。 

なお、OECD 諸国を対象に実施された教育における公正に関する調査では、公正には公

平性(fairness)と包摂(inclusion)の二つの側面があることが指摘されている。前者は、個人

的あるいは社会的状況が教育における可能性を阻んではならないということであり、後者

は、読み書きや計算など教育の最低限の水準がすべての人に保証されねばならないという

ことである49。また、公正が重要であることの理由について、同研究では以下の 3 点を挙

げている。第 1 は、教育を受ける権利は、すべての人間が能力を伸ばし、社会に参加する

ために必須の人権だからである。第 2 は、十分な教育を受けられないことによって社会に

参加するための技能を修得できない者が存在することは、長期的に見ると社会的、経済的

損失が大きいからである。第 3 は、移民の増加により多くの国が社会的統合やマイノリテ

ィに関わる課題を抱える中で、公正でインクルーシブな教育がそうした課題を解決するた
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めの鍵となり、社会的統合を促進するからである50。そして、同調査では公正さの度合い

が生徒の学校選択や学業成果に大きな影響を及ぼしていることが明らかにされている51。 

OECD の加盟国であるオーストラリアも上記の調査に参加しており、公正の実現におい

ては公平性と包摂を重視している。先述のように、オーストラリアでは 1980 年代半ば頃

から公正の用語が広く使用されるようになったが52、これは国是である多文化主義の原則

に則ったものである。そして、多文化主義の下では、オーストラリア人は処遇と機会にお

いてすべて平等の権利を有しており、社会的公正によって人種、文化、宗教、言語、居住

地、ジェンダー、出生地などを理由とするいかなる差別も受けてはならない53。また、公

正は学校教育においても実現する必要があり54、そのためには多文化教育やインクルーシ

ブ教育を推進することが重要だと認識されている55。 

 

第 2 節 先行研究の批判的考察 

 

 第 2 節では、関連する分野・領域の先行研究を整理し、それらを批判的に検討すること

によって、そこから導かれる研究課題を設定する。 本研究はオーストラリアを研究の対象

国とし、学校教育における多様性に対応するための教員の資質・能力とその形成を研究の

主題としている。それゆえ、関連する研究分野も、学校教育、教員の資質・能力、教員養

成と広い範囲に及び、また、教育制度や政策、理念、実践、歴史など領域も多岐にわたる

が、ここでは日本およびオーストラリアを含めた各国の先行研究を以下の 3 つの領域に分

けて検討することとする。 

 第 1 は、日本におけるオーストラリアの教育に関する研究である。これに関しては学校

教育と教員養成に関係する広い範囲の研究を取り上げて検討する。第 2 は、多様性に対応

するための教員の資質・能力に関する研究であり、特に、多文化教育やインクルーシブ教

育、そして、それらを効果的に実施するための教授法を中心に検討する。第 3 は、教員養

成に関する研究であり、多様性に対応できる教員の養成に焦点を当てて考察する。なお、

教員の資質・能力とその形成に関しては多くの国で様々な研究が行われ、知見は国を越え

て共有されている。そこで、本研究に特に関連が深いものについては、日本とオーストラ

リア以外の研究も取り上げることとする。 
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1 日本におけるオーストラリアの教育に関する研究 

日本とオーストラリアは、観光、貿易、教育など幅広い分野で密接な関係を有している

が、日本においてオーストラリアの教育が研究対象とされることは過去においてはそれほ

ど多くはなかった。しかし、近年は、この国の教育に焦点をあてた研究が増えており56、

1997 年にオセアニア教育学会（前オーストラリア研究会）が創立されてからは研究が一段

と広がっている57。そうした中で、オセアニア教育学会の創設に尽力し、その活動を支え

てきた笹森は、オーストラリアの教育制度や教育政策を中心に幅広い研究を行い、オセア

ニア地域の研究に従事する若手研究者の育成にも力を注いできた。 

本研究の主題である教員養成の分野では、河村が 1970 年代にオーストラリアにおける

教員養成の展開について論じているが58、その後はこの分野の研究はほとんど行われてい

ない。 近年になって、佐藤がビクトリア州の教員養成制度について考察し59、一部で日本

との比較も行っているが、制度の紹介にとどまっていることは否めない。また、青木は南

オーストラリア州の日本語教員の養成について事例を取り上げて検討し、また、クイーン

ズランド州の先住民に対する教員養成を「アファーマティブ・アクション」の観点から検

討している。しかし、これらの研究には多様性の視点は見られない。 

なお、オーストラリアは文化的・言語的に多様な人々で構成される国家であることから、

文化や言語に関わる研究は多い。 オーストラリアの多文化教育を、政策と実践の両面から

幅広く研究しているのが見世や中島である。見世は、連邦および各州の多文化教育政策に

ついて、その歴史的流れを克明に追いながら理念や枠組みを丹念に分析している。そして、

多文化主義政策から生まれた多文化教育が学校現場でどのように実践されているかについ

て、具体的事例をもとに検討しており60、その実践報告は日本の学校現場にも多くの示唆

を与えるものである。さらに見世は、1980 年代の終わり頃から現れ始めた多文化主義の基

調の変化に着目して、1990 年代以降はオーストラリア市民としての共通の価値を重視する

市民性教育に重点が置かれるようになっていると分析している61。一方、中島は多文化教

育を学校改革の側面から考察し、改革の要因と課題について明らかにしている。そして、

多文化教育は社会の多様性を認め、それに備えるための教育で、『すべての地域、すべての

個人』を対象とするものであり、特別な科目や臨時のカリキュラムによって行うのではな

く、学習者の多様性を反映し、マイノリティ生徒が不利にならないように、学校環境を改

善していく試みであると論じている62。そして、こうした試みの意義をオーストラリアの

事例を通して明らかにしている63。  
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見世や中島の他にも、教科学習における多文化教育の視点を扱った山本や木下の研究64、

オーストラリアの日本語教育を多文化教育の視点から検討する鈴木の研究65、オーストラ

リアの多文化主義が内包する 2 つの理念である「多様性」と「統一性」の揺らぎと共

存を、言語政策および言語教育政策の立案と実施過程の分析から明らかにする青木の

研究66など、オーストラリアの教育を多文化教育や多文化主義と関連づけた研究は多い。

そして、それらの中には多民族国家オーストラリアの教育を文化的・言語的多様性に対

応する先進的なモデルとして紹介し、多文化化する日本の教育に示唆を得ようとする

傾向が見られる67。 

しかし、近年はオーストラリアにおける多文化教育の変化を批判的に検討しようとする

研究も行われている。馬渕は英語圏を中心とする国々において多文化主義の見直しが求め

られている現在、オーストラリアの多文化教育が 1990 年代までほどは積極的に行われて

いないという認識から、大学の教員養成課程における多文化教育の扱いに着目し、そこに

どのような変化が見られるかについて分析している68。その結果、学校教育における多文

化教育そのものが変化しつつあり、各大学の教員が変化への認識を強く示していることを

共通点として挙げている。そして、変化への対応のしかたは養成機関あるいは担当者によ

って異なるが、重要な傾向として次の 3 点を指摘している。第 1 は、多文化教育の「多文

化」が民族のみならず、ジェンダー、世代、障害者へと拡大され、包摂的になっており、

その結果、扱われる課題が、民族集団から個人の問題へと転換される傾向が現れてきてい

ることである69。第 2 は、多文化教育と理念を共有する面が大きい先住民教育や英語以外

の言語（Languages Other Than English、以下、LOTE）教育の科目がいずれの大学でも

減っていないことなどから、多文化教育は必ずしも低調になっているわけではないことで

ある。第 3 は、大学や学部のトップが積極的にリーダーシップを取ることにより、多文化

教育が今後も推進される可能性があると推測されることである。なお、馬渕は多文化の概

念の変化や「差異」への対応の変化を多文化教育の変容として論じている。しかし、本研

究では、多文化教育の要素である文化的・言語的多様性がクイーンズランド州においては

インクルーシブ教育の要素として扱われるようになっており、多文化教育がインクルーシ

ブ教育に組み込まれているという認識で論を進めていく。それゆえ、この点に関しては馬

渕とは見解が異なる。しかし、オーストラリアの多文化教育がかつての形態ではなくなっ

てきているという点では認識は共通している。 

次に、生徒の多様なニーズへの対応に関しては、障害児教育や特別ニーズ教育の分野で
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研究が行われている。玉村は、日本では「学習障害(learning disability)」と認識され、概

念そのものが存在しない「学習困難(learning difficulty)」について、クイーンズランド州

に焦点を当て、比較教育学の視点から研究を行っている。クイーンズランド州では、教育

的支援を目的とした学習診断が学校を基盤として行われ、個々のニーズに応じた教育が提

供されているが、「学習困難」がどのような概念で捉えられ、「学習困難」を抱える生徒に

対する教育的アプローチの方法がどのように形成されてきたかについて考察し、その歴史

的展開と特質を明らかしている。また、山中は障害児（者）をマイノリティとして位置付

け、ニューサウスウェールズ州を事例として社会的公正の視点から障害を有する生徒の教

育について研究を行っている70。そして、玉村も山中も、障害児教育の観点からオースト

ラリアのインクルーシブ教育について論じている。 

マイノリティという観点では、アボリジニやトレス海峡島嶼民などの先住民に関する研

究が行われている。前田は、多文化・多民族化が進行する社会において、不平等の再生産

がどのように行われ、再生産の解消を図るための有効なシステムを公教育制度の枠組みの

中でどのように再構築するかについて、日本とイギリスの問題を視野に入れながら、オー

ストラリアの事例を考察している。また、不平等の再生産という課題を乗り越えるための

先導的な理論と実際についても論じている71。前田が大学開放とマイノリティの教育機会

について検討するために事例として取り上げているクイーンズランド州の大学は、本研究

で筆者が取り上げる大学でもあり、公正の追求という点において関連する部分が多い。ま

た、伊井はトレス海峡島嶼民についてフィールドワークに基づいた研究を行い72、特にト

レス海峡島嶼民生徒の教育成果に着目して、先住民生徒と非先住民生徒の教育格差の問題

や、先住民生徒の視点を重視したカリキュラムなどについて研究している73。初等・中等

学校における先住民生徒への差別や偏見について、聞き取り調査から得られた情報をもと

に現状を分析しているのが下村である74。下村は、学校現場に存在するステレオタイプ的

な偏見・差別をはじめとして、文化的な違いから生じる偏見や聴覚障害などといった医療、

衛生面から生じる偏見、さらに、教育方法の差異によりもたらされる教育的障壁などを分

析し、教育現場で生じている人種差別や偏見の実態を明らかにしている。また、学校関係

者に内在する差別意識や偏見についても考察しており、学校の教職員のみならず、教育関

係者すべての資質向上が必要だと論じている。下村の研究では、先住民生徒の抱える教育

的ニーズが、文化的な側面だけでなく、聴覚障害という医療面の問題や、先住民言語75と

オーストラリア英語(Standard Australian English)76の違いという言語面の問題など複合
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化していることが明らかにされており、生徒の多様性が複雑化し、重層化しているという

筆者の見解を裏付けるものである。 

 最後に、高等教育分野の研究について検討する。オーストラリアの高等教育は、日本の

みならず世界においてもこれまであまり注目されてこなかった77。しかし、近年はオース

トラリアの高等教育は大きく発展し、日本からの留学生も増加していることなどにより、

海外から注目されるようになっている。だが、欧米に比べると研究者の数は圧倒的に尐な

い。その中で、第一人者と言えるのが杉本である。杉本は、特に戦後のオーストラリで実

施された高等教育改革について研究を行い、2 度の大規模改革によって成立したシステム

の変容と転換の過程を豊富な資料をもとに分析している。そして、高等教育の世界的な量

的拡大という趨勢の中で、オーストラリアの大学が二元的システムから一元的システムへ

と転換し、多様化と効率化への方途を探っていく過程を克明に分析しており78、本論文の

記述は杉本の研究結果に依拠する部分が多い。 

以上見てきたように、日本におけるオーストラリアの教育研究は近年広がりを見せ、

様々な分野で研究が行われるようになっている。学校教育における多様性に関しては特に

多文化主義や多文化教育と関連づけた研究がさかんであるが、インクルーシブ教育に関す

る研究は未だ尐ない。また、教員養成や教員の資質・能力に関する研究もほとんどなく、

教員養成を多様性や社会的公正と関連づけた研究も行われていない。しかし、多くの国と

同様にオーストラリアでも教員の資質・能力への関心が高まり、それを形成する場である

教員養成の改善に向けた取り組みが積極的に行われている。 特に、多様性に対応できる教

員の育成は、多文化主義の理念である公正を実現するためには不可欠であり、オーストラ

リアの教員養成では特に重点が置かれている。それゆえ、多様性の視点からオーストラリ

アの学校教育と教員の資質・能力、さらに、教員養成を統合させて研究することは、学校

における生徒の背景が多様化する日本への示唆を得る上でも有意義だと考える。  

 

2 多様性と教員の資質・能力に関する研究 

学校教育における生徒の多様性と教員の資質・能力に関しては、これまで多文化教育の

分野で多くの研究が行われ、知見が蓄積されてきた。また、諸外国ではインクルーシブ教

育の分野での研究が増えており、教授法の観点からも研究がさかんである。 

多文化教育の分野で、オーストラリアの教育にも大きな影響を与えているのがバンクス

(Banks. J.A)である。バンクスは多文化教育を生徒が平等な学習機会を持てるようにする
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ための教育改革運動と捉え、生徒に対する教職員の肯定的態度、多様性を反映したカリキ

ュラム、多様な視点を含む教材、生徒に適合した教授スタイル、母語の尊重など、学校が

多文化教育を推進するために必要な特性を明らかにしている79。また、教員が多文化教育

を推進するために必要な知識も具体的に示している80。  

オーストラリアでは、エッカーマン(Eckermann, A.)が、教育現場における多数の事例

をもとに、文化的に多様な生徒が在籍するクラスで活用できる効果的な教授ストラテジー

を明らかにしている81。また、パーティントン(Partington, G.)はオーストラリア先住民に

対する教育を中心にマイノリティの教育問題に取り組んでいる。そして、生徒の学業達成

と文化の保持は教員の重要な役割であるが、オーストラリアでは実際にはこれが十分には

行われていないことが多いと指摘し、オーストラリアの学校の同化主義的傾向の強さがマ

イノリティを軽視する教育システムを生みだしている原因のひとつだと分析している82。

また、生徒の自己実現をはかるために教員に必要な資質・能力も具体的に示している83。 

これら三者の研究には直接の繋がりはないが、それぞれが研究の成果として明らかにし

ている教員の資質・能力には以下のような共通性が見られる。すなわち、①多文化の視点

を含むカリキュラムを構築し、実践する能力。②多様な背景を有する生徒や保護者とのコ

ミュニケーション能力。③個々の生徒の学習スタイルや文化を把握し、ニーズに適した指

導を行う能力。④生徒の自尊感情を育み、自信を持たせる指導ができる能力。⑤生徒への

高い期待を持ち、母語や文化を尊重する態度。⑥言語や言語学習に関する知識を持ち、支

援する能力。⑦多文化教育に対する積極的態度であり、これらは多様性に対応するために

必要な教員の資質・能力に関する本研究の重要な裏付けとなるものである。 

インクルーシブ教育に関しては、クイーンズランド大学のアシュマン(Ashman, A.)とエ

ルキンス(Elkins, J.)が障害児教育の観点から研究を行い、インクルーシブなカリキュラム

を実施するために必要とされる教員の実践力について論じている84。そして、多様な能力

や特殊な才能を有する生徒を適切に支援しながらインクルーシブなカリキュラムを実施し、

個々の教育的ニーズに対応するための具体的な実践方法を示している。その中で、生徒の

学習成果に影響を及ぼす要因として、年令、ジェンダー、知能、言語、信条と期待、心身

の障害と損傷、社会的階層、文化、人種間の緊張関係を挙げており、特に、家庭環境が子

どもたちに及ぼす影響が大きいと指摘している85。また、生徒が教育の恩恵を最大限に得

るための教育活動に関連して、教育的ニーズへの対応、態度や行動の効果的な指導、リテ

ラシーやニューメラシーの指導、科学技術の活用などを重視した教育活動が必要だと指摘
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している。また、ロアマン(Loreman, T.)は、インクルーシブ教育が機能する学校と機能し

ない学校の違いを示し、これが機能するためには、教員がインクルーシブなカリキュラム

についての専門的な知識と実践力を修得することが重要であり、また、多様な能力を有す

る生徒に対して肯定的な態度を示すことも重要だと論じている。さらに、教育現場にはそ

れぞれの特性があるため、教員が同僚性を重視しながら文脈に応じて資質・能力を向上さ

せることも重要だと指摘している86。 

多様性への対応を教授法の観点から論じる研究もある。グランドウォーター＝スミス

(Groundwater-Smith, S.)は、現場の視点で学校教育における教授･学習を捉え直し、教員

が効果的な授業を行うための方策について以下のように論じている。教職は生徒の将来を

左右する重要な仕事であり、社会的責任を伴う。また、生徒が学力を達成し、多様な文化

を理解できるようにすることも教員の責務である。それゆえ、教員は教育活動の中心であ

る授業について自律的に研究し、良い授業がどのようなものなのかを理解し、それを実践

できる能力を修得する必要がある87。グランドウォーター＝スミスは生徒の多様性を文化

的差異と捉え、多様性の要素として家族の文化的期待、貧困、先住民、民族的背景、性(sex)

やジェンダー、特別ニーズとしての英才・障害・落ちこぼれの危険性、異なる学習スタイ

ルなどを挙げており88、一人の生徒が多様な要素を複合的に有することもあるため、教員

はその複雑性にも目を向ける必要があり、教員自身の中に偏見が生み出される危険性があ

ることも認識しなければならないと指摘している89。また、教員には、自己の認識、他者

への気遣い、他者との協働性とコミュニケーション、多様な資料の活用、自己の変容に対

する柔軟性、文化および文化が学習に及ぼす影響の理解、教育制度とそれが学習環境に及

ぼす影響を分析する能力、自己に対する自信と懐疑とのバランス感覚などが必要であると

論じている90。 

なお、多様性に対応する教授法に関しては、諸外国でも研究がさかんであり、特にアメ

リカでの研究はオーストラリアの研究や実践にも影響を与えている91。たとえば、ダーリ

ング＝ハモンド(Darling-Hammond, L.)らは、教員が生徒の多様性に対応するためには、

生徒のニーズを理解し、インクルーシブな教授活動を行うことが重要であるとし、教員に

必要とされる知識や実践力を示している92。また、コクラン＝スミス（Cochran-Smith, M.）

は、社会的公正を重視する教授法の原則を示し93、ラング(Lang, H.)とエヴァンス(Evans, 

D.)も、ノースカロライナ大学の教授･学習センターが作成したリストを活用して、多様性

に対応した効果的な教授活動の原則を示している94。 
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以上、教員の資質・能力に関する先行研究を、多文化教育、インクルーシブ教育、教授

法の分野に分けて検討した。そして、それぞれの分野について多くの研究がなされ、教員

に必要とされる資質・能力についても知見が蓄積されていることを確認した。しかし、多

様性については、一部の側面に焦点が当てられることが多いことも明らかになった。そし

て、多文化教育は民族的多様性に焦点が当てられることが多く、インクルーシブ教育は障

害を対象とする教育としての認識が未だ根強い。その結果、多様性の要素が断片化され、

複合的に扱われることが尐ない。 たとえば、オーストラリアに入国したばかりで英語を理

解できない貧困家庭の移民生徒が障害を有している場合、言語習得に焦点が当てて対応を

検討することもあれば、障害の観点から検討されることもある。また、貧困問題に焦点化

されることもある。しかし、これらが総合的に扱われることは尐ないのではないかと推察

する。だが、この生徒の場合、多様性が複合化していることは明白であり、一面だけを捉

えて検討することは適切とは言えない。それゆえ、学校教育における対応を検討する場合

は、すべての問題を総合的に捉える必要があると考える。そして、オーストラリアでは多

様な要素を包括的に捉えてインクルーシブ教育が推進されている現状を鑑みると、多様性

を包括する研究方法が妥当であろう。また、教員の資質・能力については、それが確実に

形成されてこそ意味があると考えられるため、必要とされる資質・能力を明らかにするだ

けでなく、それをどのように形成するのかというところまで枠を広げて研究する必要があ

ると考える。 

 

3  多様性に対応できる教員の養成に関する研究 

教員養成に関しても多くの研究者や実践家が研究を行い、知見が蓄積されている。そし

て、学校教育では多様性への対応が不可欠だという認識が強まる中で、多様性に対応でき

る教員の養成についても研究が深められている。特に、多文化教育を担う教員の養成につ

いては、アメリカなど社会の多様性が学校教育において顕在化している国ではさかんに行

われており、ダーリング＝ハモンド(Darling-Hammond, L.)やツァイヒナー(Zeichner, K.)

などのように、オーストラリアの教員養成政策や実践にも影響を及ぼす理論を展開してい

る研究者も尐なくない。 先述のように、ダーリング＝ハモンドらは教員が生徒の多様なニ

ーズを理解してインクルーシブな教授活動を行うための資質・能力を明らかにしているが、

それらを修得するには、生徒が置かれている状況を理解する能力、授業を通して生徒を把

握する能力、自己を認識する能力の 3 つの要素を教員養成カリキュラムの核とするべきだ
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と主張している。すなわち、教員が生徒の多様性に対応するためには、生徒に関する情報

は不可欠である。 しかしながら、生徒は常に変容し、生徒を取り巻く状況も変化するため、

教員は授業の中でそれらの変化に気づき、新たな情報を得る必要がある。また、自己を認

識することにより、自らの教育実践が生徒にどのような影響を及ぼすかを理解し、実践を

改善することができるのである95。なお、ダーリング＝ハモンドらは、教員養成プログラ

ムでは系統的に順序立てられた一貫性のあるカリキュラム、教職に対するビジョンの確立、

実践を評価するための明確な基準（スタンダード）、履修科目と統合した広範囲な実習体験、

大学と学校との連携、事例研究やポートフォリオなどを活用した教員自身による研究を重

視すべきであるとも論じている96。また、ツァイヒナーによる「多様性に向けた教員養成

のための 16 の原則」97は、多くの研究でその有効性が確認され、実践や政策の理論的根拠

となっている。ツァイヒナーは教員養成における社会的公正の重要性を主張し続けており、

社会的公正を実現するための教員養成プログラムは、入学者選考におけるマイノリティの

視点、教員養成に携わる大学教員の研修、コミュニティとの連携、広範囲な実習、学校で

の実践との統合、言語的多様性の重視、社会的公正のモデルの提示などが重要であると指

摘している98。 

なお、オーストラリアでも多様性と教員養成を結びつけた研究はさかんである。特に、

1970 年代から 1980 年代にかけては連邦政府が多文化教育を推進し、教員にも多文化教育

を実施するための力量が求められたため、移民などがもたらす文化的・言語的多様性を尊

重し、適切に対応するとともに、多様性を教育的資源として活用し、すべての生徒に対し

て多文化の価値を醸成できる教員養成に重点を置いた研究が多数行われていた。しかし、

1990 年代以降は文化的・言語的背景だけでなく、社会経済的階層やジェンダー、障害、居

住地など様々な要因が不利益の原因として捉えられるようになってきたため、教員養成に

おいてもインクルーシブ教育によって多様な要因から生じる個々の教育的ニーズに対応で

きる力量の形成に焦点を当てた研究が多くなっている。 

こうした中で、ヒックリング＝ハドソン(Hickling-Hudson, A.)は教員養成における異文

化理解教育や多文化教育の重要性を指摘し、多文化主義の視点をカリキュラムの中心に位

置づける必要があることを一貫して主張している99。ヒックリング＝ハドソンは、オース

トラリアの教員養成では文化的に多様な生徒を指導するための力量形成が必須であるとさ

れながら、自身が教鞭を執る大学をはじめとして多くの大学でそれが十分に行われておら

ず、多文化主義の視点が「申し訳程度(tokenism)」にしか含まれておらず100、「その場限
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り(ad hoc)」であることが多い101と厳しく批判している。また、インクルーシブ教育を実

践できる教員の育成が目標に掲げられながら、それが言葉の上だけの目標（rhetorical 

goals）にとどまっており、民族的背景、ジェンダー、学習能力などの多様性に対応するた

めの科目を必修として全学生に課している大学も尐ないと批判している102。そして、文化

的・言語的多様性に関する科目をすべての教員養成プログラムの中心に位置づけ、学生に

は反人種差別あるいは反性差別的カリキュラムの原則や異文化理解のための多様なアプロ

ーチに、文化的にインクルーシブな教授法に関する知識を修得させ、さらに、教科学習を

通して生徒が文化に関する知識や技能を向上させる方法についても修得させる必要がある

と論じている103。また、近年は徐々にではあるが教員養成カリキュラムに多様性の視点が

含まれるようになってきているが、民族的多様性に関しては未だカリキュラムの周縁に位

置づけられることが多く、異文化に対する敏感な感覚が十分に養われているとは言い難い

と指摘する104。そして、教員養成に携わる教員が最も重視すべきことのひとつが、学生自

身の文化や社会化の過程が教員としての自らの役割にどのような影響を及ぼすかを学生自

身に分析させることであると考え、自らが担当する科目で実施した教授法の分析を通して

その方策を検討している105。 

ヒックリング＝ハドソンの他にも、多様性に対応するための資質・能力を教員養成課程

でどのように形成すればよいかを包括的に検討するミルズ(Mills, C.)の研究106、教員養成

における先住民教育の重要性について論じるパーティントン(Partington, G.)107やハーバ

ート(Herbert, J.)108、オズボーン(Osborn, B.)109の研究など、教員養成に携わる大学教員

による研究が多く行われている。また、教員養成における地域性(locality)について研究す

るマクドナルド(McDonald, H.)110や、教職課程の学生の異文化に対する意識形成を研究す

るサントロ(Santoro, N.) 111も大学教員であり、実践を通した研究が行われている。また、

フォーリン(Forlin, C.)は障害のある生徒の教育についてインクルーシブ教育の観点から

研究を行い、教員養成では障害児教育に関する履修をすべての学生に必修とするべきだと

主張している112。 

日本における教員養成に関わる研究についても検討しておきたい。教員養成に関しては

日本でも研究の層が厚く、知見が蓄積されている。しかし、多様性と関連付けた研究はそ

れほど多くはなく、近年増加している外国籍生徒の支援など文化的多様性の観点からの研

究にとどまっている。また、海外の教員養成に関しても欧米が取り上げられることが多く、

オーストラリアが研究対象とされることはほとんどない。さらに、インクルーシブ教育や
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社会的公正の観点から研究が行われることも尐ない。たとえば、多様性と教員養成を結び

つけた研究では、松尾や森茂がアメリカの多文化主義的教員養成について研究しているが

113、焦点は民族的背景の違いに当てられており、また、社会的公正についての言及もない。 

以上、多様性に対応できる教員の養成に関してアメリカとオーストラリア、さらに日本

における先行研究を検討した。そして、アメリカやオーストラリアでは多様性と教員養成

とを結びつけた研究が多いが、日本ではこの分野の研究が未だ尐なく、インクルーシブ教

育や社会的公正と結びつけた研究も尐ないことを確認した。また、諸外国においても、多

様性の様々な要素を包括して教員養成と結び付けた研究や、カリキュラムを多様性の視点

から分析して、その枠組みや特質を明らかにする研究、カリキュラムを社会的公正の視点

から評価する研究などはほとんど行われていないことも明らかになった。さらに、オース

トラリアでは多様化に向けた様々な政策が策定される中で、それぞれの政策が教員養成カ

リキュラムにどのように反映しているかについては検討されておらず、この分野の研究が

必要であることを確認した。政策を実施するためには、政策を理解し、それを実施できる

能力が教員に求められるため、政策が教員養成カリキュラムにどのように位置づけられて

いるかを検討し、カリキュラムの中で教員の資質・能力がどのように形成されているかを

検証する必要があると考えるからである。 

以上、先行研究の検討によって残された課題が明らかになったが、この結果を踏まえて

以下では本研究が先行研究とどのように異なり、いかなる意義を有するかについてまとめ

ておく。まず、本研究は、日本でこれまでほとんど目が向けられてこなかったオーストラ

リアの教員養成を研究対象とすることによって、研究が蓄積されている欧米とは異なる文

脈で、新たな知見を得る可能性がある。また、オーストラリアの学校教育において多様性

への対応が多文化教育からインクルーシブ教育へと流れが変わり、文化的・言語的多様性

以外の多様な要素が含められていることに着目する研究は、多様性が複雑化する社会にお

ける学校教育と教員の資質・能力を検討していくための新たな視点を提供するのではない

かと考える。さらに、オーストラリアの学校教育における多様性、教員の資質・能力、そ

して、教員養成における資質・能力の形成を統合させた研究は日本では未だ行われておら

ず、本研究の独自性として意義があると考える。 

 

 

 



                                    

 
 

22 

第 3 節 本研究の枠組み 

 

1 研究の対象地域と領域 

本研究はオーストラリアを対象地域とし、学校教育において多様化する生徒の背景や教

育的ニーズに対応し、社会的公正を実現するために必要な教員の資質・能力と、それを形

成するための教員養成について検討する。先述のように、オーストラリアは国是である多

文化主義により、学校教育では文化的・言語的背景から教育的不利益を受けている生徒に

対しても平等に教育の機会を提供し、参加を促し、結果についても公正が保障されるよう

様々な支援を行ってきた。同時に、不利益を受けている生徒だけでなくすべての生徒に対

して多文化主義の理念に基づく教育を実施して、多文化の価値を醸成することに努めてき

た。また、近年は社会の多様性が複雑化する中で、学校教育における社会的公正をさらに

推進するため、文化的・言語的多様性に重点を置く多文化教育から、あらゆる側面の多様

性を包摂し、個々の生徒の教育的ニーズに対応するインクルーシブ教育へと流れが変わっ

てきている。つまり、どのような背景を有する生徒であってもすべて学校教育に包摂し、

教育的ニーズに応じた支援を行い、生徒が学業を達成することに重点を置いている。ひい

てはそれが社会に貢献できる人材の育成につながり、国家を発展させることになるからで

ある。このように、時代の変化に応じて多様性を重視した教育を実施しているオーストラ

リアの事例は、変化の著しい現代社会における学校教育のあり方を考える上で示唆に富む

ものだと考える。さらに、地域主体の教育が行われていること、地域住民の意向が学校教

育に反映されていること、子ども中心の(child-centered)教育が推進されていること、科学

技術の進歩を積極的に取り入れていることなどもオーストラリアの教育の特色として挙げ

られる114。日本の学校教育でも、学校と保護者、地域の連携が重視され、保護者や地域の

意向を取り入れた教育が推進されており、教師主導の指導から子ども中心の教育へと変容

しつつある。こうした点からもオーストラリアを事例とすることは有意義であろう。 

また、本研究はクイーンズランド州を事例とする。オーストラリアは 6 つの州と 2 つの

直轄区（以下、州）で構成される連邦制の国家である115。初等・中等教育に関しては各州

が管轄しており、それぞれに制度が異なるため、いずれかの州に焦点をあてる必要がある

と考える。州の中で、ブリスベンを州都とするクイーンズランド州は過去においては移民

や難民の受け入れが尐なく、ニューサウスウェールズ州やビクトリア州に比べると移民の

割合が尐なかった。また、オーストラリアの中では保守的な州と言われており、多文化教
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育への取り組みは他州に比べるとそれほど積極的ではなかった116。さらに、1980 年代に

はアジア系移民の受け入れに反対する急進的な政党が州を基盤として成立し、連邦議会で

議席を獲得するとともに、地域によっては住民の異文化に対する差別や偏見が強く見られ

る。そのため、多様性という観点でこの州の教育が着目されることは概して尐なかった。

しかし、近年はアジアやアフリカなどからの移民や難民が増加し、他州からの移住者も増

えており、文化的・言語的多様性が急速に顕在化している。さらに、州北部を中心に先住

民が多く居住しており、また、歴史的な流れから南太平洋諸島からの移民やその子孫も多

いため、民族的には他州とかなり異なる様相を呈している。また、オーストラリアの中で

2 番目に広い面積を有し、人口の尐ない遠隔地を多く抱えており、地理的な多様性が他州

に比べ際だっていることも州の特徴である。 

こうした中で、同州の学校教育では英語を母語としない移民や難民生徒、先住民生徒、

遠隔地に住む生徒、社会経済的に低い階層の生徒などの中に教育的に不利な状況に置かれ

る生徒が増加している。これらの生徒は学校教育へのアクセスと参加が制限される割合が

大きいからである。そのため、州政府が 1990 年代の終わりから実施している改革では教

育における不公正の是正が重視されている。特に、理数系の分野を中心として社会に貢献

できる人材の育成に力が入れられ、どのような状況にある生徒であっても後期中等段階の

教育を修了できるようにすることを重点目標のひとつにしている。そして、目標達成に向

けて推進しているのがインクルーシブ教育である。さらに、生徒の学業達成のためには個々

の生徒の教育的ニーズに対応できる教員の育成が不可欠であるという認識から、教員養成

にも重点が置かれている。 

このように、文化的・言語的多様性が早い段階から顕在化し、対応を積極的に行ってき

た他州に比べると、多様性への取り組みがそれほど積極的でなかったクイーンズランド州

で、近年は学校における多様性への対応が不可欠となり、教員にも多様性に対応するため

の資質・能力が必須になってきている状況は、多様化が進む日本の学校および教員の状況

と類似しているのではないかと考える。また、特別支援教育の実施により日本でも障害を

抱える生徒とその保護者、教育関係者などの間でインクルーシブ教育への関心が高まりつ

つある中で117、インクルーシブ教育によって公正を実現しようとしているクイーンズラン

ド州の動向は検討に値すると考える。 

さらに、本研究は教員に求められる資質・能力と、それを形成するための教員養成カリ

キュラムについて研究を行う。多様性を尊重し、社会的公正を実現させるための学校教育
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を実施するためには、教員としてどのような資質・能力が必要であり、それをいかに形成

すればよいかについて明らかにする必要がある。教員に着目することに意義があるのは、

教員の資質・能力が教育の成果を大きく左右し、生徒の学業に最も大きな影響を及ぼすか

らである118。多様性に対応するための有効な理論が構築され、それが教育活動に取り入れ

られたとしても、それを実施するための力量が教員に備わっていなければ効果的な実践に

は結びつかない。教員が生徒の社会的、文化的、言語的背景等に関する知識を持ち、それ

らを考慮した教育活動を行うと生徒の学力が向上し、認知面の差異や心身の障害等に起因

する学習ニーズを把握し、適切に対応すると学習の成果が高まるという研究結果も示され

ており119、個々の生徒の異なる背景や教育的ニーズを考慮した教育活動を行う資質・能力

が重要であることは容易に推察できる。 

多様性と教員の資質・能力の形成に関しては、多文化教育やインクルーシブ教育の分野

で多くの研究が行われ120、また、教員養成や教授法の観点からも研究がなされていること

は先行研究の検討で明らかになった121。しかし、現在実施されている教員養成カリキュラ

ムを多様性の視点から検討し、その意義と課題を明らかにする研究は十分に行われている

とは言えない。カリキュラムを改善し、有効なカリキュラムを開発するためには、現在の

カリキュラムを十分に検討し、カリキュラムのどこに問題があり、何が欠如しているのか

を明らかにする必要があると考える。 多様性に対応するための教員養成を実施することや、

カリキュラムに社会的公正の視点を含めることの重要性がこれまでさかんに指摘されなが

ら、未だに不十分である122と指摘される原因のひとつは、多様性や社会的公正の視点から

カリキュラムの検討が十分に行われていないことにあると考える。それゆえ、本研究では

多様性に焦点を当てて教員養成カリキュラムの事例を検討し、さらに、社会的公正の視点

からそれを評価することを中心課題とする。 

 また、本研究では中等教員養成カリキュラムについて検討する。子どもの発達段階とい

う点では初等教育と中等教育では大きな相違があり、教員養成課程で履修すべき内容にも

異なる面は多いであろう。しかし、多様性への対応の重要性という点では初等教育も中等

教育も変わりがなく、特に、公正を実現するためにはいずれの教育段階でも教員は生徒の

多様な背景や教育的ニーズに対応する必要がある。それゆえ、教員の資質・能力に関して

は教育段階を分けずに研究することが可能である。クイーンズランド州の教員に求められ

る資質・能力を公的に示す「教職専門性スタンダード」も初等教員と中等教員のいずれに

も共通のものであり、教育段階による違いは示されていない。さらに、クイーンズランド
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州の教員養成では、多様性や社会的公正の問題を教職専門科目全般で扱うことが求められ

ているが、これらの科目はいずれのコースにも共通である。 

しかし、本研究では中等教員のカリキュラムを取り上げるが、それは以下の理由からで

ある。教職専門科目は初等教員、中等教員いずれを希望する場合も、共通の科目を履修す

るのが一般的であるが、中等教員の場合は 2 教科の教授資格を取得しなければならないた

め、複数の教科について幅広く履修する初等教員養成カリキュラムに比べると、教科専門

科目にかけられる比重が大きく、また、教科専門科目は教員養成とは切り離されて実施さ

れるのが一般的である。さらに、中等教員は植民地時代から大学での養成が主流であり、

教授専門分野を中心に学術志向の強い教育が行われ、教科内容以外の幅広い資質・能力の

形成に重点が置かれることが尐なかった。また、中等学校は教科担任制であるため、中等

教員を志望する学生は概して教科に関する履修を重視する傾向が強い。このことは、中等

教員養成コースの学生の中には、教職専門科目にあまり関心を示さない者がいるという大

学教員のことばからも推察できる123。 

しかし、初等学校に比べると中等学校では生徒の学力差が大きく、それに付随する様々

な問題が表面化することが多い。たとえば、低学力のため学業の継続を断念する生徒や、

学業そのものに興味をなくして学校を中退する生徒の割合は中等学校で増加し、学年が上

がるにつれて高くなっている。このことは、中等学校の残留率(retention rate)や修了率

(completion rate)が初等学校に比べるとかなり低いことからも明らかであろう124。また、

学業不振が怠学や逸脱行動、非行に繋がる割合も中等学校の方が高い。そして、学業達成

に関わる課題は、先住民生徒や社会経済的に低い階層の生徒、遠隔地に住む生徒などに顕

著に見られることから、多様性と密接な関係にあることが推察できる。それゆえ、中等教

員には生徒の多様な背景が教育的不利益に繋がらないような対応が特に必要であろう。こ

うした点から、中等教員養成カリキュラムに焦点を当てて、多様性に対応するための資質・

能力がどのように形成されているかを検討することは有意義だと考える。 

 

2 研究課題と研究方法 

 本研究は、公正が学校教育の目指すべき理念であり、これを実現するには多様性への対

応が不可欠であるという考えに基づき、以下の 3 点を研究課題として設定する。第 1 は、

社会の多様性が広がる中で、学校教育における生徒の多様な背景や教育的ニーズに対応し、

公正を実現するために必要とされる教員の資質･能力を明らかにすることである。 第 2 は、
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養成段階ではそれらの資質･能力がいかなるカリキュラムによって形成されているかを検

討し、その枠組みを明らかにすることである。 第 3 は、上記のカリキュラムを社会的公

正の視点から評価し、意義と課題を明らかにすることである。 

なお、これらの課題を検討するために、第 1 と第 2 の課題については具体的な研究設問

を以下のように設定し、それらの設問に応答するかたちで論を進めていくこととする。第

1 の課題に対する設問は、①クイーンズランド州では、学校教育において生徒の多様な背

景や教育的ニーズに対応するために、どのような政策が策定されているか、②それらの政

策では教員にどのような資質・能力が求められているか、③政策で求められる教員の資質・

能力は、実践ではいかなる場面で必要とされているかの 3 つである。また、第 2 の課題に

対する設問は、①クイーンズランド州の教員養成はいかなる制度のもとで行われているか、

②教員養成カリキュラムはどのように構成されているか、③教員養成カリキュラムにおい

て、履修科目には多様性の要素がどのように組み込まれ、カリキュラムにはいかなる特質

が見られるかの 3 つである。これらの設問への応答を通して 2 つの課題を解明した上で、

本研究ではさらにクイーンズランド州の教員養成カリキュラムを社会的公正の視点から批

判的に評価し、カリキュラムにどのような意義と課題が見出されるかを明らかにする。 

また、研究を行うにあたっては一次資料を用いることに努め、主として以下のものを使

用する。まず、学校教育や教員、教員養成に関わる連邦および州政府の政策文書や公的資

料、調査報告書、法律、統計資料などである。また、政府や大学が発行している文献資料

なども随時使用する。学校教育や教員養成の実践に関しては、カリキュラムや教科書、教

材、科目のシラバス、学校要覧や大学案内、履修要項、ニューズレターなどを使用する。

また、筆者が現地で行ったインタビュー結果も必要に応じて活用することとする。 

さらに、本研究はクイーンズランド州にある複数の大学を事例とし、それぞれの教員養

成カリキュラムを比較して、検討する。 比較教育学においては、従来から行われている国

家間のマクロな比較と並んで、近年は同一国内の異なる地域や教育機関などを単位とする

ミクロな比較の有効性も指摘されている125。教員養成に関しても、世界的な動向を明らか

にしたり、2 国間の比較により相互に示唆を得たりする研究、国単位の現状を分析して新

たな知見を求める研究などとともに、国内の複数の地域や大学に焦点を当てたミクロな研

究も必要だと考える。大学には独自の理念があり、学生や教員の属性、地理的条件や歴史

的背景などにも違いがあるため、個々の特質をふまえた分析が必要だと考えるからである。

そこで本研究では、オーストラリアにおける教員養成の動向を把握するとともに、国レベ
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ルから州レベル、さらに地域レベルから大学レベルへと視点を移しながら多様性に焦点を

当てて教員養成カリキュラムの事例を分析していく。事例としては、教員養成の歴史が長

く、毎年多くの教員を養成している 3 つの大学を取り上げる。 

 

第 4 節 本論文の構成 

 

本研究は 2 つの柱から成り、序章と終章を含め、全 7 章から構成される。第 1 の柱は、

多様性に対応するために必要とされる教員の資質・能力であり、第 1 章と第 2 章でこれを

論じる。教員養成について検討するためには、政策や実践で教員にどのような資質・能力

が必要とされているのかをまず明らかにする必要があると考えるからである。 第 2 の柱

は、クイーンズランド州の教員養成における資質・能力の形成であり、第 3 章から第 5 章

でこれを論じる。各章の概要は以下の通りである。 

第 1 章では、クイーンズランド州の学校教育における生徒の多様性と教員の資質・能力

について政策面から検討する。他州と同様にクイーンズランド州でも多様な背景を有する

人々がともに暮らす社会が広がり、多様性は社会の幅広い側面に見られるようになってい

る。そこで、社会において多様性がどのように顕在化し、それが学校教育にいかなる影響

を及ぼしているかについて検討する。次に、多様性に対する連邦および州レベルの教育政

策を検討する。まず、移民のための政策や多文化教育政策など連邦政府の政策を歴史的に

検討し、次に、クイーンズランド州に焦点を移して、生徒の多様な背景や教育的ニーズに

対応して社会的公正を推進するために、州ではどのような政策が策定されているかを検討

する。具体的には、全国的な教員の構成を把握したあと、複数の調査報告書を分析し、教

員の資質・能力や教員養成に関してどのような課題が指摘されているかを分析する。そし

て、それらの課題に対応するためにいかなる政策が策定され、政策では教員にどのような

資質・能力が求められているのかを明らかにする。 

第 2 章は、学校現場の実践に焦点を当てて多様性に対応する実践事例を検討し、実践に

おいて必要とされる教員の資質・能力を明らかにする。初めに、クイーンズランド州の学

校教育制度を検討し、ニューサウスウェールズ植民地としてスタートしたクイーンズラン

ドが 19 世紀の半ばに独立した植民地となり、その後、広大な土地と特異な自然環境を背

景に他の植民地(州)とは異なる発展を遂げる中で確立されてきた学校教育制度について論

じる。次に、クイーンズランド州で近年実施されている教育改革について検討し、改革の
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中では多様性がどのように位置づけられているかを分析する。それらの結果をふまえて、

州立学校における多様性に対応した実践事例を検討し、第 1 章で検討した教育政策が学校

現場でどのように実施され、政策で求められる教員の資質・能力が実践のいかなる場面で

必要とされているかについて分析する。 

第 3 章からは教員養成に焦点をあてて考察していく。第 3 章ではクイーンズランド州の

教員養成制度を検討し、その全体像を明らかにする。教員の資質・能力は、養成、採用、

研修の各段階を通して継続的に形成されるものであるため、これらの制度を総合的に理解

する必要があると考えるからである。そこで、オーストラリアの教員養成を歴史的に考察

したあと、州における教員養成、登録、採用、研修の各制度を個別に検討し、各制度がど

のような特質を有しているかを分析する。さらに、制度相互の関係についても検討し、本

研究の主題である多様性の視点から制度の特質を明らかにする。 

第 4 章と第 5 章では中等教員養成カリキュラムの事例を検討する。第 4 章は構成面を中

心に考察し、1980 年代から 1990 年代のカリキュラムを年度別に検討して、オーストラリ

アが 1970 年代に多文化主義を採用して以降、カリキュラムの構成がどのように変容して

いるかを明らかにする。次に、州内の 3 つの大学の 2009 年度のカリキュラムについて、

それぞれどのように構成されているかを検討し、カリキュラムの構成面の特質を明らかに

する。なお、異なる大学のカリキュラムを比較することによってカリキュラムの類似点と

相違点が把握でき、各大学の独自性についても確認することができると考える。 

第 5 章ではカリキュラムの内容に焦点を当て、履修科目に多様性の要素がどのように組

み込まれているかを検討する。第 4 章でも検討した 1980 年代から 1990 年代のカリキュラ

ムをここでは履修内容に焦点を当てて年度ごとに考察し、多様性の視点が年度によってど

う変化しているかを分析する。 次に、3 つの大学の 2009 年度のカリキュラムについても

履修内容から多様性の要素を抽出し、さらに、多様性が主要なテーマとなる科目ではどの

ような履修が行われているかを詳細に検討する。また、科目相互の関係についても検討し、

各大学では資質・能力がどのように形成されているかを分析する。以上のことから、多様

性の視点から見たカリキュラムの特質を明らかにし、さらに、社会的公正の視点からカリ

キュラムを評価して、その意義と課題を明らかにする。 

終章では本研究全体を総括するとともに、研究で明らかになった知見を総合的に提示し、 

序章で設定した 3 つの研究課題について論じながら結論を導いていく。 
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